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６ ５ 歳雇用義務付けの概要（ 改正高年齢者雇用安定法）

【 リ ード 】

今年 6 月 5 日、 公的年金改革法が国民の大注目を集める中、 参議院で可決、 実施が決ま

り ました。 その陰で、 企業にと っては同等以上に重要な法律が成立しています。 高年齢者

等の雇用の安定等に関する法律（ 以下「 高年齢者雇用安定法」 と いいます） の改正が、 そ

れです。厚生年金の支給開始年齢の引き上げに合わせて、企業は否応なしに 65 歳までの雇

用確保を考えなく てはならなく なり ました。

どう 変わったのか、 そして今からできる対策を探ってみましょ う 。

【 本文】

１ ． 高年齢者雇用安定法の改正概要

（ 1） 高年齢者の雇用の確保

＜原則＞ 定年（ 65 歳未満のもの） の定めをしている会社は、

イ ） 65 歳までの定年の引き上げ

ロ ） 継続雇用制度の導入

ハ） 定年制の廃止

のいずれかの措置（ 高年齢者雇用確保措置） をと る義務があり ます。

※違反がある場合、 厚生労働大臣から指導や勧告などがあり ます。

＜例外＞ 継続雇用制度の対象と なる従業員に関する基準を労使協定で定める

こ と ができます。 希望者を再雇用しない制度も可能です。

＜激変緩和措置＞

当面大企業は、 平成 21 年 3 月 31 日までの 3 年間、 中小企業は、 平成 23

年 3 月 31 日までの 5 年間は、 労使協定でなく 、 就業規則等に継続雇用制

度の対象者に関する基準を定めるこ と ができます。 ただし 、 雇用延長に関

する労使協議が続いている場合などに限られます。

高年齢者雇用確保措置の年齢

年金支給開始年齢に合わせて、平成 25 年 4 月までに段階的に引き上げられ

ます。 平成 18 年 4 月から 62 歳、 平成 19 年 4 月から 63 歳と し 、 3 年ごと

に 1 歳ずつ引き上げ、 平成 25 年 4 月には 65 歳と なり ます。

（ 2） 高年齢者等の再就職の促進

① 求職活動支援書の作成等

会社都合で離職する高年齢者等が希望すると きは、 会社は、 高年齢者等の職務の経

歴、 職業能力等の再就職に関する事項や再就職援助措置を記載した書面（ 求職活動

支援書） を作成し、 交付しなければなり ません。
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② 募集および採用についての理由の提示

会社は、 人材の募集や採用についてやむを得ず年齢制限をすると きは、 求職者に理

由を提示しなければなり ません。

（ 3） シルバー人材センターが行う 一般労働者派遣事業の特例

シルバー人材センターは、 厚生労働大臣に届け出れば、 所属メ ンバーを対象に臨時

短期な就業に関する一般労働者派遣事業を行う こ と ができるよ う になり ました。

なお、 施行期日については、（ 1） 高年齢者の雇用の確保については、 平成 18 年 4 月 1

日、（ 2）（ 3） については、交付の日から 起算して 6 ｶ月以内の、政令で定める日と なってい

ます。

２ ． 65 歳までの雇用を実施するためのポイント

高年齢者の雇用の確保については、 50 歳代の従業員が在職している企業にと っては、す

ぐにでも行動に移すべきです。 これからの手順と簡単な対策をご紹介します。

（ 1） 雇用の確保の検討

高年齢者の雇用確保の方法について、 すぐにご検討が必要です。 できれば労使委員会

（ 雇用延長検討委員会など） の設置が望ましいでしょ う 。

（ 2） 継続雇用制度の対象者の基準作り

※雇用確保の方法と して、 65 歳定年制、 定年制の廃止を選択された場合は、対象者の基

準作り は関係あり ませんが、 60 歳になれば、体力的能力的、 また勤労意欲の面でも 個人

的差異が大きく なり ますので、 現時点では継続雇用制度の導入が多く の企業には適当だ

と思われます。

①労使協定の締結を目指す

労働者代表と 、 会社側と で、 継続雇用制度の対象者の基準について協議、 労使協

定の締結を行います。労働者代表の選出や協議については、適切な手続が必要です。

労使委員会で協議の場を持つこ と も一つの方法です。

②就業規則に基準を定める

継続雇用制度の対象者の基準を定める労使協定が締結できていない場合は、 しば

ら く の間就業規則で基準を決めます。 就業規則であれば、 会社側に作成変更権があ

り ますので、 会社側の意向を強く 反映させる こ と ができます。 もっと も前提と して

雇用延長の具体化への労使協議や、 労使協定の締結に対して努力をしているこ と が

求められます。

なお、 基準があまり に厳しい場合は、 ト ラ ブルになり かねません。 対象者の選定
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基準は、 合理的、 客観的なも のが要求されますので、 慎重な手続をお願いします。

（ 3） 高年齢継続雇用に関する支援制度の活用

現時点で、 国の制度と して、 次の①～③のものがあり ます。 従業員が受取れる①と②

の双方を利用し、60 歳時点での手取額と 、60 歳以降の手取額の差を最小限に押さえる手

段と して、 よ く 活用されていますし、 会社の人件費負担を 100万円単位で軽減させる効

果もあり ます。 また、 ③はいわゆる 「 助成金」 であり 、 会社に支給されます。

① 高年齢雇用継続給付

60 歳到達時の賃金月額の 75％未満に賃金が低下した場合に、 賃金の最高 15％が雇

用保険から 支給されます。

② 在職老齢厚生年金

60 歳以降、 厚生年金保険に加入（ 在職） している場合、標準報酬額や年金額によっ

て、 老齢厚生年金が支給されるこ と があり ます。

③ 継続雇用制度奨励金（ 第Ⅰ種第Ⅰ号）

61 歳以上まで雇用する継続雇用制度を制定した場合、最高 5年間会社に助成金が支

給されます。

（ 4） 人事・ 賃金諸制度の見直し

50 歳ないし 55 歳、遅く と も 58 歳の時点で、60 歳以降の雇用について従業員本人

が選択できるよ う なシステム（ コース ） を設計するこ と が好ましいでしょ う 。 ま

た、 60 歳以降の賃金原資の確保・ 捻出が、急務です。 そのためには、人事賃金制

度の見直しや変更は最低限必要です。 そのう ち下記は、 比較的手を付けやすいも

のです。

・ 管理職定年制

・ 退職金制度： ピークの変更設計

・ 能力開発： ミ スマッ チと なら ないよ う な教育訓練

3． まと め

多く の企業で関心のある 65 歳までの雇用義務化＝高年齢者の雇用確保については、実施

まで 2 年を切っています。対象と なる従業員がいらっしゃる企業（ 50 歳代の従業員がいる

企業を含む） は、 すぐにでも対策に着手しなければ、 雇用確保の検討や基準作り 、 60 歳以

降の賃金原資の確保が間に合いません。

少しでも 早めのアクショ ンをお願いしたいと ころです。

お問合せなどは、大阪社労士事務所まで気軽にご連絡く ださい。

〒550-0005 大阪市西区西本町２ －４ －１ ０ 浪華ビル２ ０ ２

電話 06-6537-6024 ホームページ ht t p: //www. osaka-sr . j p/
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